
 

清算システム機能の統合に伴う「業務方法書の取扱い」等の一部改正について 
 

平 成 ２ ６ 年 ９ 月 ２ ５ 日 
株式会社日本証券クリアリング機構 

 

１. 改正趣旨 
 

平成２６年１１月２５日に、現在、株式会社大阪取引所（以下「ＯＳＥ」という。）の清算シ

ステムにて処理しているＯＳＥ上場商品の建玉確定処理機能等を当社清算システムへ統合する

ことに伴い、業務方法書の取扱い等について、所要の改正を行う。 
 
 

２. 改正概要 （備  考） 

（１）建玉の移管に係る手続きの統一 

・ ＯＳＥ市場で取引されるすべての先物・オプション取

引（取引所ＦＸ取引を除く。）について、移管元清算

参加者及び移管先清算参加者が建玉の移管に係る申

請を行う場合は、移管対象の建玉の内容等を、移管日

の前営業日の午後７時までに申請するものとする。 

・ 当社は、建玉の移管の申請を承認した場合には、移管

日の午前９時に建玉の移管を成立させるものとする。 

 

 

・業務方法書の取扱い第２０条の９ 

（２）その他 

・ ＯＳＥに委託している先物・オプション取引等に係る

清算手数料の収納事務の委託の終了及びＯＳＥに上

場するＪＰＸ日経インデックス４００先物取引の取

扱い開始に伴う所要の整備を行う。 

 

・業務方法書の取扱い第２２条 

及び手数料に関する規則第６条 

・手数料に関する規則の別表 

 
 
 

３. 施行日 

 

平成２６年１１月２５日から施行する。ただし、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決

済を行うために必要な当社又は当社以外の機関が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合

その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場

合には、平成２６年１１月２５日以後の当社が定める日から施行する。 

 

 

以 上 
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業務方法書の取扱いの一部改正新旧対照表

新 旧

（建玉の移管の申請時限等）

第２０条の９ 業務方法書第７３条の４４第２項及び

第５項に規定する当社が定める時限は、建玉の移管を

行おうとする日の前日午後７時までとする。

（削る）

（削る）

２ （略）

３ 業務方法書第７３条の４４第２項及び第５項に規

定する当社への申請は、取引日の終了時（日経平均Ｖ

（建玉の移管の申請時限等）

第２０条の９ 業務方法書第７３条の４４第２項及び

第５項に規定する当社が定める時限は、次の各号に掲

げる先物・オプション取引の区分に従い、当該各号に

定めるとおりとする。

（１） 国債証券先物取引、東証株価指数、ＴＯＰＩ

Ｘ Ｃｏｒｅ３０、東証銀行業株価指数、東証ＲＥ

ＩＴ指数（株式会社東京証券取引所が算出する東証

株価指数、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、東証銀行業

株価指数及び東証ＲＥＩＴ指数をいう。）及び配当

指数を対象とする指数先物取引、有価証券オプショ

ン取引、国債証券先物オプション取引並びに東証株

価指数に係る指数オプション取引

建玉の移管を行おうとする日の前日午後７時ま

で

（２） 日経平均（日本経済新聞社が算出する日経平

均株価をいう。以下同じ。）、ＲＮＰ指数（Ｆｒａｎ

ｋ Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｃｏｍｐａｎｙ及び野村證

券株式会社が算出するＲｕｓｓｅｌｌ／Ｎｏｍｕ

ｒａ Ｐｒｉｍｅインデックスをいう。）、ＮＹダウ

（Ｓ＆Ｐ Ｄｏｗ Ｊｏｎｅｓ Ｉｎｄｉｃｅｓ

ＬＬＣが算出するＤｏｗ Ｊｏｎｅｓ Ｉｎｄｕ

ｓｔｒｉａｌ Ａｖｅｒａｇｅをいう。）、ＣＮＸ

Ｎｉｆｔｙ（Ｉｎｄｉａ Ｉｎｄｅｘ Ｓｅｒｖｉ

ｃｅｓ ＆ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

が算出するＣＮＸ Ｎｉｆｔｙをいう。）及び日経

平均ＶＩ（日本経済新聞社が算出する日経平均ボラ

ティリティー・インデックスをいう。以下同じ。）

を対象とする指数先物取引並びに日経平均に係る

指数オプション取引

建玉の移管を行おうとする日の午後２時まで

２ （略）

３ 業務方法書第７３条の４４第２項及び第５項に規

定する当社への申請は、取引日の終了時（日経平均Ｖ
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Ｉ先物取引（日本経済新聞社が算出する日経平均ボラ

ティリティー・インデックスを対象とする指数先物取

引をいう。）及び有価証券オプション取引にあっては、

指定市場開設者が定めるＪ－ＮＥＴ取引の取引時間

終了時とする。）の建玉について行うものとする。

４ 業務方法書第７３条の４４第３項に規定する当社

が定める時刻は、午前９時とする。

（削る）

（削る）

（当社が委任する事務）

第２２条 （略）

（削る）

Ｉ先物取引及び有価証券オプション取引にあっては、

指定市場開設者が定めるＪ－ＮＥＴ取引の取引時間

終了時とする。）の建玉について行うものとする。

４ 業務方法書第７３条の４４第３項に規定する当社

が定める時刻は、次の各号に掲げる先物・オプション

取引の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

（１） 第１項第１号に掲げる先物・オプション取引

午前９時

（２） 第１項第２号に掲げる先物・オプション取引

午後３時

（当社が委任する事務）

第２２条 （略）

２ 当社は、業務方法書第８５条第１項の規定に基づ

き、第２条第２号に掲げる指定市場開設者に対し、手

数料に関する規則別表第２項に掲げる手数料のうち

当社が定めるものの徴収に係る事務を委任するもの

とする。

付  則

１ この改正規定は、平成２６年１１月２５日から施行

する。ただし、第２２条の改正規定は、当社が定める

日から施行する。

２ 前項本文の規定にかかわらず、清算約定に係る当社

と清算参加者の間の決済を行うために必要な当社又

は当社以外の機関が設置するシステムの稼働に支障

が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後

の規定を適用することが適当でないと当社が認める

場合には、平成２６年１１月２５日以後の当社が定め

る日から施行する。
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手数料に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（手数料の納入時期等）

第６条 （略）

（削る）

２ （略）

（手数料の納入時期等）

第６条 （略）

２ 業務方法書の取扱い第２２条第２項の規定に基づ

き同第２条第２号に掲げる指定市場開設者に対して

徴収に係る事務が委任された手数料の納入について

は、当該指定市場開設者が当社の承認を受けて定める

ところによらなければならない。

３ （略）

付  則

１ この改正規定は、平成２６年１１月２５日から

施行する。ただし、第６条の改正規定は、当社が

定める日から施行する。

２ 前項本文の規定にかかわらず、清算約定に係る

当社と清算参加者の間の決済を行うために必要

な当社又は当社以外の機関が設置するシステム

の稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない

事由により、改正後の規定を適用することが適当

でないと当社が認める場合には、平成２６年１１

月２５日以後の当社が定める日から施行する。

別表

清算手数料の算出の基準及び清算手数料率

１ （略）

２ 業務方法書第３条第２項第２号から第６号まで及

び第１１号に掲げる取引に係る清算手数料の算出の

基準及び清算手数料率は、次のとおりとする。

清算対象取引の区

分

算出の

基準
清算手数料率

（略）

別表

清算手数料の算出の基準及び清算手数料率

１ （略）

２ 業務方法書第３条第２項第２号から第６号まで及

び第１１号に掲げる取引に係る清算手数料の算出の

基準及び清算手数料率は、次のとおりとする。

清算対象取引の区

分

算出の

基準
清算手数料率

（略）
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業務方法

書第３条

第２項第

５号に掲

げる指数

先物取引

（略）

日経平

均先物

取 引

（ＭＩ

ＮＩ取

引）及

びＪＰ

Ｘ日経

インデ

ックス

４００

先物取

引

（ 注

１）

（略） （略）

（略） （略）

（略）

（略）

（注１）～（注５） （略）

業務方法

書第３条

第２項第

５号に掲

げる指数

先物取引

（略）

日経平

均先物

取 引

（ＭＩ

ＮＩ取

引）

（ 注

１）

（略） （略）

（略） （略）

（略）

（略）

（注１）～（注５） （略）


